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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
石
神
井
公
園
駅
南
口
西
地
区
市
街
地
再

開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

石
神
井
公
園
駅
南
口
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
九
月
十
六
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

練
馬
区
石
神
井
町
三
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

練
馬
区
石
神
井
町
三
丁
目
二
十
七
番
二
十
三
号

令
和
四
年
九
月
十
六
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
五
年
十

月
五
日

あ
き
る
野
市
野

辺
字
下
原
七
百

九
十
六
番
一
、

同
番
四
及
び
同

番
五
の
各
一
部

延
長一

九
・
五
三

幅
員

四
・
五
〇

〜
六
・
〇
〇



令和5年10月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第17932号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
丈
循
環

二

変
更
の
区
間

八
丈
島
八
丈
町
末
吉
千
三
百
三
十
九
番
地
内
か

ら
同
所
千
三
百
三
十
八
番
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
〇
、
六
一
一

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
四
一
、
三
一
七

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,３０５

中
央
区
選
挙
区

４６,９３７

港
区
選
挙
区

６９,１３２

新
宿
区
選
挙
区

９１,８０２

文
京
区
選
挙
区

６１,９４２

台
東
区
選
挙
区

５８,０２１

墨
田
区
選
挙
区

７９,１８５

江
東
区
選
挙
区

１３８,４９３

品
川
区
選
挙
区

１１３,５５７

目
黒
区
選
挙
区

７８,４４３

大
田
区
選
挙
区

１７０,１１９

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,４８７

渋
谷
区
選
挙
区

６４,３８１

中
野
区
選
挙
区

９４,８１４

杉
並
区
選
挙
区

１４７,９５０

豊
島
区
選
挙
区

７７,５１５

北
区
選
挙
区

９７,０９８

荒
川
区
選
挙
区

５７,３７８

板
橋
区
選
挙
区

１４５,９０６

練
馬
区
選
挙
区

１７０,０５４

足
立
区
選
挙
区

１６１,９１６

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,９４７

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,５６６

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,７４５

立
川
市
選
挙
区

５１,８６５

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,５７２

三
鷹
市
選
挙
区

５２,８９４

青
梅
市
選
挙
区

３７,３１１

府
中
市
選
挙
区

７２,２７８

昭
島
市
選
挙
区

３１,７１３

町
田
市
選
挙
区

１２０,６７１

小
金
井
市
選
挙
区

３４,６６９

小
平
市
選
挙
区

５４,０４９

日
野
市
選
挙
区

５２,４０３

西
東
京
市
選
挙
区

５７,３６２

西
多
摩
選
挙
区

６８,４９６

南
多
摩
選
挙
区

６７,５３３

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,８４５

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,３４７

北
多
摩
第
三
選
挙
区

９０,１８０

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,６４８

島
部
選
挙
区

６,７６５

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ



令和5年10月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第17932号） ４
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年10月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第17932号） ６



（第17932号）東 京 都 公 報令和5年10月27日（金曜日）７



令和5年10月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第17932号） ８



（第17932号）東 京 都 公 報令和5年10月27日（金曜日）９



令和5年10月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第17932号） １０

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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令和5年10月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第17932号） １２

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17932号）東 京 都 公 報令和5年10月27日（金曜日）１３

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年10月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第17932号） １４



（第17932号）東 京 都 公 報令和5年10月27日（金曜日）１５
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年10月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第17932号） １６

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３４８号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
５
年
１０月

２７日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
種
類

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

次
に
掲
げ
る
技
能
検
定
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た
書
類
を
提
示

で
き
る
者

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検

定
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に

係
る
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
（
中
型
）
又
は

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
１７年

政

令
第
１８３号

）
附
則
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
中
型
自
動

車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
と
み
な
さ
れ
る
技
能
検

定
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検
定

員
資
格
者
証
（
普
通
）

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能

ア
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

⑵
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識

ア
道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
２
条
第
３

項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代

行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
第

５７号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
に

関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
又
は
第
３
項
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当

す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
５
年
１１月

２９日
（
水
曜
日
）

時
間
に
つ
い
て
は
申
請
書
提
出
時
に
指
定
す
る
。

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
５
年
１１月

９
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
１０日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
５
年
１０月

３０日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ

と
。

７
審
査
手
数
料

２１,５００円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第

２
１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品

⑴
運
転
免
許
証

⑵
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

９
合
格
証
明
書
の
交
付



（第17932号）東 京 都 公 報令和5年10月27日（金曜日）１７

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７６

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３４９号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１０条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
に

お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
５
年
１０月

２７日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
種
類

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

次
に
掲
げ
る
教
習
指
導
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た
書
類
を
提
示

で
き
る
者

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指

導
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に

係
る
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
（
中
型
）
又
は

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
１７年

政

令
第
１８３号

）
附
則
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
中
型
自
動

車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
資
格
者
証
と
み
な
さ
れ
る
教
習
指

導
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指
導

員
資
格
者
証
（
普
通
）

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
教
習
に
関
す
る
技
能

ア
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
技
能
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

⑵
教
習
に
関
す
る
知
識

道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
２
条
第
３
項

に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業

の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
第
５７号

）

第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法

令
に
つ
い
て
の
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
又
は
第
５
項
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当

す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
５
年
１１月

２９日
（
水
曜
日
）

時
間
に
つ
い
て
は
申
請
書
提
出
時
に
指
定
す
る
。

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
５
年
１１月

９
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
１０日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
５
年
１０月

３０日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ

と
。

７
審
査
手
数
料

１２,４５０円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第
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２

１
の
項
備
考
３
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品

⑴
運
転
免
許
証

⑵
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
８
号
の
教
習
指
導
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７６

公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
届
出

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
九

条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二

百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｔ
ｅ
ａ
ｃ
ｈ

Ｆ
ｏ
ｒ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

二

代
表
者
の
氏
名

中
原

健
聡

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

港
区
南
青
山
二
丁
目
四
番
十
五
号

天
翔
南
青
山
ビ
ル
三
階
Ｓ

三
〇
四
号
室

四

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
十
六
番
十
六
号

第
五
叶
ビ
ル
五
Ｆ

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
芸
術
と
遊
び
創
造
協
会

二

代
表
者
の
氏
名

多
田

千
尋

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
四
谷
四
丁
目
二
十
番
一
号

四

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
那
珂
六
丁
目
二
十
三
番
一
号

ら
ら
ぽ

ー
と
福
岡
一
Ｆ
一
八
〇
一
〇
号
室

佐
賀
県
三
養
基
郡
基
山
町
宮
浦
百
八
十
二
番
一
号

沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
村
辺
土
名
千
九
十
四
番
一
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
の
届
出
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二

十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
骨
髄
バ
ン
ク
推
進
連
絡
協
議
会

二

代
表
者
の
氏
名

梅
田

正
造

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
東
神
田
一
丁
目
三
番
四
号

Ｋ
Ｔ
ビ
ル
三
階

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

銀
座
Ｖ
ｅ
ｌ
ｖ
ｉ
ａ
館

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
二
丁
目
四
番
六
号

三

設
置
者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

岩
沙

弘
道

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

植
田

俊
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変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ア
バ
ハ
ウ
ス
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
ほ
か
十
二
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
オ
ン
ワ
ー
ド
樫
山
ほ
か
一
名

九

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か

十

届
出
日

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
六

年
二
月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

読
売
並
木
通
り
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
三
丁
目
三
番
五
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
読
売
新
聞
東
京
本
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
七
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

山
口

寿
一

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

村
岡

彰
敏

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
良
品
計
画

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

松
﨑

暁

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

堂
前

宣
夫

十

変
更
日

令
和
五
年
六
月
十
三
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
六

年
二
月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
日
本
橋

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

菰
田

正
信

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

植
田

俊

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
モ
ズ
ほ
か
十
七
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
モ
ズ
ほ
か
二
十
一
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ト
モ
ズ
ほ
か
五
名

十
一

変
更
前
の
小
売
業

中
央
区
銀
座
一
丁
目
四
番
五
号
（
株
式

者
の
住
所

会
社
ノ
ー
リ
ー
ズ
）

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
十
七
番
八
号

（
株
式
会
社
ノ
ー
リ
ー
ズ
）

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

徳
廣

英
之
（
株
式
会
社
ト
モ
ズ
）
ほ

か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

角
谷

真
司
（
株
式
会
社
ト
モ
ズ
）
ほ

か

十
五

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か

十
六

届
出
日

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
六

年
二
月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
室
町
１
、
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｄ

Ｏ
室
町
２
、
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
室
町
３
、

Ｙ
Ｕ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
、
Ｙ
Ｕ
Ｉ
Ｔ
Ｏ

Ａ
Ｎ
Ｎ

Ｅ
Ｘ

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
二
番
一
号

ほ
か

三

設
置
者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社
ほ
か
十
四
名

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社
ほ
か

六

変
更
前
の
設
置
者
住

所

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
二
番
三
号

（
古
河
機
械
金
属
株
式
会
社
）
ほ
か
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変
更
後
の
設
置
者
住

所

千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
六
番
四
号

（
古
河
機
械
金
属
株
式
会
社
）
ほ
か

八

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

菰
田

正
信
（
三
井
不
動
産
株
式
会

社
）
ほ
か

九

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

植
田

俊
（
三
井
不
動
産
株
式
会
社
）

ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
お
ち
ゃ
ら
か

ほ
か
六
十
名

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
タ
ロ
ー
書
房
ほ
か
四
十
五
名

十
二

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

箔
座
株
式
会
社
ほ
か
二
十
名

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
一
丁
目
五
番
六
号

（
株
式
会
社
木
屋
）
ほ
か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

中
央
区
日
本
橋
小
舟
町
三
番
十
一
号

（
株
式
会
社
木
屋
）
ほ
か

十
五

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

高
岡

昇
（
箔
座
株
式
会
社
）
ほ
か

十
六

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

酢
谷

美
奈
（
箔
座
株
式
会
社
）
ほ
か

十
七

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か

十
八

届
出
日

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

十
九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

二
十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
六

年
二
月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

二
十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
５
年
１０月

２７日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
補
助
線
街
路
第
８６号

線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

�����������������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

令
和
５
年
１０月

１２日
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五
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二
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一
一
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本
号

七
〇
円
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箇
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六
〇
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円
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郵
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料
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含
む
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印刷所

勝

美

印

刷
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式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
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代
）
郵便番号
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